
食品表示は、みなさん食品関連事業者さんから、消費者に情報提供をする大事
な手段です。
間違いなく正確に、そして食品表示法のルールに基づいた表示が求められます。

今回の講習会では、加工食品を中心に解説をしていきます。
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食品表示は、消費者が食品選択をする上での重要な情報源となっています。
食品関連事業者は、消費者に届ける食品の情報を、パッケージに記載した食品
表示で伝えなければなりません。
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食品表示法は、７年前の２０１５年に施行されました。

食品表示法施行前から、食品表示は必要でしたが、従来３つの法律で、それぞ
れその法律の目的により個々に規定されていたものを、各法律間の矛盾を解消
させ、ひとつの法律としてまとめられました。

既に、施行後７年が経過して、経過措置期間も過ぎ、現在は新基準(食品表示法
施行後)による食品表示が義務付けられています。
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食品表示法は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品表示の部分だけを抜き出
してきて、各法律間の整合性を図り、一つの法律にしました。
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従来の３法の法律で網羅する内容を示したのが、このスライドです。
従来は、各法律の目的によって、それぞれ食品表示に記載する内容が定められ
ていました。

従来の食品衛生法に基づく表示事項を「衛生事項」、
JAS法に基づく表示事項を「品質事項」、
健康増進法に基づく表示事項を「保健事項」といいます。
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食品表示法の目的です。

決して、食品関連事業者を規制するための法律ではありません。

食品表示を通じて、国民の健康の保護及び増進並びに食品の生産及び流通の円
滑化並びに消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与するとされています。

7



食品表示法施行前後の食品表示の例です。

右の現行表示で、赤字で記載されている「国内製造」の部分ですが、国内製造
の加工食品に関し、原材料の重量順位１位の原料原産地が義務表示となってい
ます。
２０２２年３月３１日までが措置期間となっていますので、もしまだ対応がで
きていないようでしたら、早急に対処が必要な項目となります。
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食品表示法施行により、加工食品の栄養成分表示が義務化されています。
もし、まだ未対応の事業者さんがあれば、早急に対応してください。
現在違反の状態にあります。
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食品表示法は、７年前の施行時点で定められた要件はすべて施行されており、
新表示の基準を満たしている必要があります。

本講習会では、新表示のルールで間違いが多いポイントを中心に説明をしてい
きます。
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これが、加工食品の新基準により作成した代表的な食品表示です。
必ずしも、このパターンにしなければならないということではありませんが、
基本の形の一つとしてとらえてください。
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食品表示の文字の大きさは、基本８ポイント以上となっています。
表示可能面積が小さいときは、例外がありますが、基本８ポイントということ
を覚えておいてください。
表示可能面積というのは、ラベルシールの大きさではなく、食品表示ができる
面積のことを指します。箱であれば、６面全ての面積が表示可能面積になりま
す。

食品表示法施行により、食品表示の表示責任者を一括表示の中に記載すること
になりました。その事業者の項目名称が間違っていることが多くみられるので、
もう一度確認ください。
また、事業者名を屋号で書かれているケースも散見されますが、登記上の法人
名が基本となります。

詰め合わせ食品の食品表示を間違えている事業者さんもおられますので、再度
確認をしてください。
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食品表示の文字の大きさは、基本８ポイント以上となっています。
表示可能面積が小さいときは、例外がありますが、基本８ポイントという
ことを覚えておいてください。
表示可能面積というのは、ラベルシールの大きさではなく、食品表示がで
きる面積のことを指します。箱であれば、６面全ての面積が表示可能面積
になります。

食品表示法施行により、食品表示の表示責任者を一括表示の中に記載する
ことになりました。その事業者の項目名称が間違っていることが多くみら
れるので、もう一度確認ください。
また、事業者名を屋号で書かれているケースも散見されますが、登記上の
法人名が基本となります。

詰め合わせ食品の食品表示を間違えている事業者さんもおられますので、
再度確認をしてください。



原材料名欄については、食品表示法施行前から、原則として、原材料の重量順
位の多い順に記載し、その後添加物の重量順位の多い順に記載することになっ
ています。

食品表示法施行により、いくつか変更点がありますので、改めて簡単に説明し
ます。
１点目は、原材料と添加物がわかるように、しっかりと区別して記載すること
になりました。
２点目は、アレルゲン表示をよりわかりやすくするために、特定原材料の記載
法が少し変更されました。
３点目は、これは食品表示法施行時点ではなく、その後追加になったものです
が、国内製造の加工食品について、重量順位１位の原材料について、原料原産
地の記載が義務付けとなりました。この措置期間が、今年３月３１日までと
なっています。

これらの変更点に加え、間違いの多い添加物の記載のルールについても説明い
たします。
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食品表示法施行により、変更された１点目は、原材料と添加物を明確に分けて
記載するということです。

方法は一つではありませんが、消費者が原材料と添加物がわかるように記載し
てください。

多くの事業者は、一番上の原材料と添加物の間にスラッシュを入れて分ける方
法を使用しています。

(原料原産地の記載は省略しています。)
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特定原材料の記載方法は、個別表示と一括表示の２つの方法があります。

個別表示では、使用されている原材料、添加物の後にカッコ書きで記載します。
その際に、原材料は(〇〇を含む)、添加物は(〇〇由来)と記載します。
「乳」だけは、「乳成分を含む」と記載します。

一括表示は、従来は（原材料の一部に・・・・）というように、「原材料の」
と言う記載を入れていましたが、新基準では不要です。

また、新基準からは、一括表示をする場合は、原材料、添加物の名称から、特
定原材料が確認できる場合であっても、一括表示に再度記載することになって
いますので、注意してください。
例：原材料に「小麦」があっても、一括表示の中にも、（一部に小麦・〇〇・
▼▼を含む）と記載します。

２つ以上の特定原材料をつなげる場合は、「、(読点)」ではなく、「・(ナカポ
ツ、ナカグロ)」でつながなければいけません。

(原料原産地の記載は省略しています。)
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特定原材料として表示義務があるのは７品目ですが、可能であれば、表示が推
奨される特定原材料に準じる２１品目についても、表示してください。
また、特定原材料に準ずるものとして、２０１９年９月に「アーモンド」が追
加されていますので、アーモンドを使用している事業者さんにあっては、記載
漏れの無いように注意をしてください。

また、赤枠で記載されているところについてですが、そのアレルギーに関する
表示が、特定原材料の７品目だけなのか、特定原材料に準ずるものまで含めた
２８品目を対象しているのかが、わかるような記載をパッケージにしていただ
きたいと思います。

食物アレルギーは、全ての人に起きるわけではありませんが、アレルギーのあ
る人にとっては、非常に重要な問題ですので、絶対に記載を誤らないようにし
てください。
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従来は、「特定加工食品」の表示が認められていましたが、新基準では廃止さ
れていますので、注意してください。
例：従来は「うどん」は小麦の特定加工食品とされ、小麦の記載は不要でした
が、新基準では、「うどん（小麦を含む）」と記載する必要があります。

拡大表記や代替表記は新基準でも使用できます。
ただし、「卵白」と「卵黄」は「卵」の文字を含むため、従来は卵の拡大表記
と見なされていましたが、新基準では「卵白（卵を含む）」「卵黄（卵を含
む）」と表示しなければなりませんので、注意してください。

(原料原産地の記載は省略しています。)
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国内製造の加工食品のみに適用されるルールとして、原材料の重量順位１位の
原料原産地の記載が義務付けられました。

２０２２年３月３１日までが措置期間となっており、本年４月１日以降に製造
する製品は、原料原産地の表示が必要となります。

従来から原料原産地を記載しなければいけない、22食品群＋５製品についての
原料原産地の表示のルールは、従来通りです。
なお、おにぎりの海苔についても、原料原産地の記載が必要になっていますの
で、注意してください。
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原料原産地の記載の方法をまとめたフローチャートです。
原料原産地が１か国のみの場合は、簡単ですが、複数国ある場合は記載方法に
ルールがあるので、十分に記載方法を理解したうえで、表示をしてください。
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重量順位１位の原材料が生鮮品の場合は、上に示した３つの書き方が基本とな
ります。

原産地が複数国ある場合は、下の例示にあるように複雑ですので、記載方法が
わからないときは、東京都の窓口に相談してください。

また、「又は表示」「大括り表示」では、表示理由の根拠として、過去の使用
実績も表示が必要となります。
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重量順位１位の原材料が加工品の場合は、上に示した３つの書き方が基本とな
ります。

措置期間が、本年の３月３１日までとなっていますので、未対応の事業者さん
にあっては、早急に準備を進めてください。
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食品表示法施行前と取り扱いは変わりませんが、記載の誤りも多くみられるの
で、添加物の記載方法について、説明いたします。

添加物は、物質名で記載するのが基本です。
表に示した添加物に関しては、用途名も併記が必要となります。
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基本は、物資名での記載となりますが、使用目的の一括名で記載することによ
り、添加物の物質名を個々に記載しなくても良い場合があります。

また、加工助剤、キャリーオーバー、栄養強化剤に関しては、記載は不要です。
ただし、その添加剤が、キャリーオーバーなどにあたるか否かは、確認をして
対応してください。
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賞味期限、消費期限の記載は、従来と変更ありません。
賞味期限と消費期限の違いを十分理解の上、必ず、年、月、日の順で記載して
ください。
賞味期限で、年、月での記載の場合、月末日までが、賞味期限となります。

賞味期限を枠外に表示する場合には、賞味期限欄の記載は、具体的な表示場所
を記載してください。
例えば、「同面の上部、ロット番号の右に記載」「表面の下部に記載」等記載
してください。「枠外記載」の記載は、場所が特定されていないので、認めら
れません。
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保存方法欄も、従来と同じです。

この欄に開封後の保存方法を記載している事業者さんが見られますが、この欄
には、未開封状態での保存方法を記載してください。

開封後の保存方法を記載したい場合は、一括表示の枠外に記載してください。
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食品表示法施行により、一括表示の枠内に、表示責任者の名称と住所を記載す
ることになりました。
表示責任者の住所と異なる場所で製造・加工された製品にあっては、衛生状態
に最終的に変更を行った製造・加工所の名称と住所を記載する必要があります。

記載場所は、一括表示の枠内でも、枠外でも構いません。
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製造所の名称、住所の代わりに製造所固有記号を使用する場合も、取り扱いが
変更されています。
食品表示法施行以前に使用していた製造所固有記号は使用できません。新たに、
消費者庁にオンラインで製造所固有記号を届け出る必要があります。

また、その製品を１工場のみで製造する場合にあっては、製造所固有記号が使
用できなくなっていますので、注意してください。
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製造所固有記号を使用した場合の、食品表示の例示を示しておきますので、参
考にしてください。

製造所固有記号で表示する場合は、かならず、製造所固有記号の前に「＋(プラ
ス)」を記載してください。
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食品表示を省略する場合の大まかなものを示しました。
これ以外にも省略できる場合がありますので、表示可能面積が小さい場合等で、
食品表示の項目を減らしたい場合の参考にしてください。

また、スーパーのバックヤードなどで、小分けしてパッケージするような場合
には、インストア加工とみなされない場合もありますので、注意してください。
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食品表示法の施行により、それまで任意表示として運用されていた栄養成分表
示が、原則、加工食品において義務表示となりました。

既に経過措置期間を過ぎていますので、加工食品にあっては、一部の例外を除
き、栄養成分表示が必要となっています。

左の表にある５項目は、栄養成分表示の義務表示の５項目になります。
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栄養成分表示も、他の食品表示と同様に、８ポイント以上の大きさの文字で表
示しなければなりません。

右の表の青字の飽和脂肪酸と食物繊維は、推奨表示とされていますので、可能
な事業者さんにあっては、積極的に表示してください。
黒字の栄養成分表示は、任意表示となります。
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栄養成分表示の記載について簡単に説明いたします。

① 表題を「栄養成分表示」と必ず記載してください。違う表現は使用できま
せん。

② 栄養成分表示の食品単位を必ず記載してください。
その際、１食分当たりで記載するときは、併せてその重量・容量も記載してく
ださい。

③ 栄養成分の記載の順番も決まっていますので、順番を入れ替えないでくだ
さい。

④ 成分量を記載する際の単位も全て決まっています。こちらも、変更しない
でください。量が少ないからと言って、「g」を「mg」に置き換えて表示する
ようなことはしないでください。
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義務表示以外の記載に関しても、ルールが定められています。

任意表示の成分であっても、記載する場合は、ルールに則った記載が必要とな
ります。

推奨表示の食物繊維を記載する場合には、併せて糖質も記載しなければなりま
せん。
また、糖質と食物繊維は、炭水化物の内訳表示になるので、炭水化物の文字よ
り一文字下げて記載する必要があります。

任意表示のトランス脂肪酸を記載をする場合には、飽和脂肪酸とコレステロー
ルの量を併せて記載しなければなりません。その際に、飽和脂肪酸とトランス
脂肪酸は、脂質の内訳表示なので一段下げますが、コレステロールは、脂質の
内訳ではないので、脂質と同じ位置から記載します。
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食品表示基準で定められている栄養成分の量を記載する場合は、必ず「栄養成
分表示」の枠内に記載します。
栄養強調表示したり、栄養機能食品として販売する場合には、当該栄養成分の
量を必ず、表示する必要があります。

食品表示基準で定められていない栄養成分の量を記載する場合は、栄養成分表
示の枠外に記載します。枠内に記載することは認められません。
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食品表示基準で指定されている成分の一覧です。
これらの成分について量を記載する場合は、必ず、栄養成分表示の枠内に記載
が必要となります。
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栄養成分の表示値については、その最小の単位の位も決まっています。義務表
示の５項目は、食塩相当量を除き、１の位となります。
食塩相当量は、小数第１位までは、記載する必要があります。
それ以下の位を記載することは任意となります。
例示を参考にしてください。

なお、最小単位の数値でも0「ゼロ」となるような場合は、ゼロ以外の数字が表
れる最初の位まで表示する必要があります。ただし、次のページに示すように、
0「ゼロ」と表示できる場合もあります。
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この表にある量未満であれば、ゼロ以外の数字が表れる位までの記載せずに、0
「ゼロ」と表記できます。
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栄養成分表示の実際の数値を求める方法は、分析値を利用するか、データベー
ス等から得た計算値を利用するかの大きく分けて２つです。

栄養強調表示（低カロリー、減塩等の表示）などの表示をする場合には、公定
法で分析する必要があります。
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表示値の記載法は、一定値による記載と下限値～上限値までの幅記載の２つの
方法があります。

一定の値で表示した場合、当該食品の賞味（消費）期限内において、定められ
た方法で分析して得た値が、表示値の許容差の範囲内にある必要があります。
義務表示の５項目については、許容差は原則±２０％以内となります。
(量が少ない場合は、例外があります。)
下限値～上限値の記載の場合は、許容差の考え方はなく、必ず、この範囲に入
る必要があります。

なお、「○○以下」とか、「検出限界以下」等の記載は認められません。
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一定値で表示する場合、合理的な推定により得られた値も利用可能です。
その例としては、計算値で求める場合があります。その場合、その表示値をど
のように求めたかという根拠資料を保管する必要があります。また、栄養成分
表示の近接部位に、「推定値」「この表示値は、目安です。」の記載が必要と
なります。
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ここに示したように、栄養強調表示をしたり、保健機能食品の場合は、合理的
な推定により得られた値は使用できません。
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一般用加工食品については、原則、栄養成分表示が必要となりますが、
以下の場合は、不要です。
①食品を製造・加工した場所で販売する場合。
②食品を販売せず、譲渡する場合。
また、ばら売りや、量り売りのようにパッケージがされていない加工食品や、
レストラン・食堂のような、その場で飲食させるような場合は、食品表示自体
が不要であり、栄養成分表示も不要です。
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栄養成分表示が義務とされている場合であっても、ここに示したような食品や、
パッケージが小さい場合などは省略が可能です。
ただし、栄養の供給源としての程度が小さいもの、きわめて短い期間に原材料
の配合が変わる場合の取り扱いについては、その範疇に当たるかどうかは、事
前確認することをお勧めします。

46



前ページは、食品やパッケージによる省略要件を示しましたが、事業者の規模
等によっても、省略ができる場合があります。

消費税法と中小企業基本法の小規模事業者に当たる事業者にあっては、栄養成
分表示を省略することができます。
ただし、栄養強調表示等の表示をする場合にあっては、省略することができま
せん。
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また、仮に、食品を製造する事業者が小規模事業者であっても、最終的に販売
する事業者が小規模事業者でない場合には、その食品の栄養成分表示は必要と
なります。
ここは、注意が必要です。
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このページに示したような栄養表示や、栄養強調表示を行う場合、保健機能食
品の場合は、栄養成分表示の省略はできません。
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栄養成分表示は、義務表示が基本です。
省略できるというのは、「栄養成分表示をしなくても良い」「栄養成分表示を
しない」と言うことではなく、あくまで省略しても違反にならないと考えてく
ださい。
栄養成分表示は、消費者にとって、食品選択のために重要な情報であることを
認識して、省略できる場合であっても、積極的に栄養成分表示をするようにし
てください。
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先程から、何度か出てきている栄養強調表示について、少し解説いたします。

栄養成分の欠乏や過剰な摂取により、健康の保持増進に影響を与える栄養成分
等について、補給ができる旨(「カルシウムたっぷり」「葉酸含有」)や、適切
な摂取ができる旨(「低カロリー」「ノンシュガー」)の表示をすることを「栄
養強調表示」と言い、各々の栄養成分ごとに、その基準が定められています。
栄養強調表示をするためには、それらの基準を満たす必要があります。
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この表が、補給をできる旨の基準です。
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例えば、「亜鉛たっぷり」と言う栄養強調表示をしようとする場合には、その
食品100g中2.64mg以上の亜鉛が含まれていないといけないということになりま
す。

仮に、亜鉛がその食品に、2.64mg以上含まれていたとしても、必ずしも、「亜
鉛たっぷり」と記載しなければいけないということではありません。
もし、記載するならば、この基準を満たさないといけないという考え方です。
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この表が適切な摂取ができる旨の表示の基準です。
過剰な摂取が健康に与えるような栄養成分について、基準が定められています。

なお、これらの表に無い成分について栄養強調表示する場合には、科学的根拠
に基づき、事業者の責任において表示してください。
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砂糖などの糖類を無添加であることを強調する場合や、食塩無添加のようにナ
トリウム塩を無添加であることを強調する場合には、ここに示した要件を満た
さなければなりません。

砂糖を本当にその食品に使っていない場合であっても、ドライフルーツなどを
入れていれば、「砂糖不使用」「糖類無添加」等の表示をしてはいけないこと
になります。
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それでは、ここから、実際に栄養成分表示を作成してみたいと思います。
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まず、一つ目は、分析結果から、栄養成分表示を作成する場合です。

分析機関に分析を依頼した場合、通常左の表に示した７項目(食塩相当量を入れ
て８項目)の数値が分析結果として出されてきます。
この分析結果をそのままコピーして、栄養成分表示としている事業者さんがい
ますが、これは違反になってしまいます。
栄養成分表示には、水分と灰分は記載してはいけません。また、ナトリウムの
量は、原則として食塩相当量で記載をしなければなりません。
栄養成分表示に合わせた記載に直す必要があることを忘れないでください。
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つぎに、分析以外の方法を用いる方法として、データベースを用いて計算で求
める方法があります。

食品成分表以外のデータベースを用いることも可能です。

今回は、日本食品標準成分表(食品成分表)を用いて作成いたします。
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さて、食品成分表を利用する場合、最新版を利用するのが良いと考えます。

現在の最新版は、２０２０年１２月に公開された八訂(2020年版)です。
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実は、七訂(２０１５年版)と八訂では、熱量の算出方法が大きく変わっていま
す。

七訂で算出している事業者さんにあっては、食品表示を改定する際には、一度
八訂による数値も参考として、栄養成分表示の変更が必要か検討してください。
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実際に、七訂から八訂の熱量の算出方法の変更により、このように数値が大き
く変わったものもあります。

数値だけ見ると、5０%以上も変動しているものがあります。
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現在七訂で計算して栄養成分表示を作成している場合、すぐに八訂で計算し直
して、栄養成分表示を作り直すことまでは要求されていません。
容器包装等の切り替えや食品表示の見直しの際には、最新版の値に更新するな
ど定期的に見直すことが推奨されています。

62



今回は、八訂を使い、栄養成分表示を作成してみます。

まず一つ目は、食品成分表に、事業者さんが製造する食品そのものが収載され
ている場合です。

今回は、どら焼き(こしあん)を例に取りました。
どら焼きといっても、自社の製品と食品成分表のどら焼きがほぼ同じでないと、
食品成分表は利用できません。
食品成分表のどら焼き(こしあん)は、「小豆つぶしあん入り 部分割合：皮 5、
あん 4」となっています。自社のどら焼きがこれとほぼ同じであれば、食品成
分表の栄養成分の値をそのまま利用が可能です。
そうでない場合は、そのまま利用するというわけにはいきません。
原材料の一つひとつをあたって計算することになります。
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食品成分表には、例えば「あんパン」といっても、いくつもの「あんパン」が
収載されていますので、自社に合致する製品の栄養成分の数値を利用してくだ
さい。
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さっそく、八訂を使い、どら焼き(こしあん入り)の栄養成分表示を作っていき
ましょう。

まず、この義務表示の５項目に、食品成分表のどの項目の数字を入れたらよい
のでしょうか。
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食品成分表の「＜和生菓子・和半生菓子類＞ どら焼 こしあん入り」を見る
とこのようになっています。
この中で、前ページの５項目にどの数字を入れたらよいか考えなければなりま
せん。

今回は、「文部科学省HP 日本食品標準成分表2020年版」を利用しますが、既に
昨年１２月末には、正誤表も出ており、最新版はその正誤表により改定された
ものとなります。
今回は、作成の手順を説明するためだけに利用するので、正誤表を反映された
ものではなく、当初に出された八訂の食品成分表の数値をそのまま利用いたし
ます。 （以下のページすべて共通)

66



今回は、黄のマーカーの数値を利用します。
あくまで一例であり、各食品ごとに適切な数値を選ぶ必要があります。

注意が必要なのは、炭水化物の項目です。今回も、３つの項目を選択していま
す。
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前ページの黄マーカーの項目を抜き出してきたのが上の表です。これを義務表
示の５項目に計算したのが、下の表になります。

このように、義務表示の５項目の数値を求める作業が必要となります。

68



次に、栄養成分表示を作る上で、食品単位当たりの数値を求める作業が必要と
なります。

今回は、どら焼き１個が70gなので、食品成分表は100g当たりの数値なので、
0.7をかけて、１個当たりの栄養成分の数値を計算します。
この際に、小数点のずれなどに間違いがないかを十分に注意してください。
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出来上がった栄養成分の数値を、食品表示の栄養成分表示に入れ、完成となり
ます。
この際に、あくまで、食品成分表を参考として作成した合理的な推定に基づく
栄養成分表示なので、「推定値」「この表示値は、目安です。」の記載を入れ
ることを忘れないでください。

ここまでの資料は、栄養成分表示を作成した根拠資料として、しっかりと保管
をしておいてください。
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食品成分表に、栄養成分表示をしようと思う食品(製品)がのっていない場合は、
各原材料等を一つずつ計算して、食品の栄養成分表示を作成します。

この場合、材料の量がわからないと絶対に計算できません。
また製造、調理過程でのロス分もわからないと計算できません。

八訂を使用するときは、各栄養成分ごとに、適切な値を選択して使用すること
になります。

必ず、その栄養成分表示を作成した根拠となる資料を保管しておく必要があり
ます。

71



今回は、焼きそばパンを例にとり、栄養成分表示を作成してみます。
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まずは、「焼きそば」の麺ですが、食品成分表には、多くの麺が収載されてい
ます。中華めんだけでも、表にある通り複数掲載されています。

この中から、使用する麺に合致するものを選択します。
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選択した「麺」の各栄養成分の値をピックアップします。

今回は、便宜的に、赤で書かれた項目の数値を選択して、計算をしました。
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実際にピックアップした数字は、100g単位の数値なので、これを実際の使用量
をかけて、焼きそばに使用する麺の栄養成分表示の数値を求めます。
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焼きそばの「麺」以外の材料についても、同様の作業にて、各々の栄養成分の
数値を求めます。
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次に、焼きそばをはさむパンと上に載せる具材について、同様の作業を行い、
製品全体の栄養成分の数値を求めます。

ここまできて、栄養成分表示を作成する材料が整ったことになります。

ここまでの資料が全て栄養成分表示の根拠資料となりますので、保管しておく
必要があります。

77



あとは、栄養成分表示のルールに従い記載するだけです。
あくまで食品成分表から類推してきた値なので、「推定値」等の記載を忘れな
いでください。
記載忘れがあった場合、その数値の許容差を逸脱すると違反になります。

これで完成となります。
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食品成分表と食品成分データベースのURLを参考に記載しておきました。

食品成分表以外でも使用できるデータベースがあります。
大事なことは、どんな資料に基づいて、どのように求めたかという根拠資料を
保管しておくことです。
この根拠資料がないと、いくら「推定値」と書いたとしても、数値が許容差を
超えると違反になってしまいます。
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実際に演習問題を解いてみてください。

表にある原材料、添加物を原料として、「ツナマヨネーズおにぎり」を製造し
た場合の食品表示を、次のページの用紙を使用して作成してみてください。
（※別紙、A4サイズの演習問題用紙を送付していますので、併せてご利用くだ
さい。）
サンプル品の分析値を載せておきましたので、これを参考に、栄養成分表示も
作成してみてください。
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少しだけ、食品表示を作成する際のヒントを記載しておきました。
前ページの内容を見ながら、各項目を埋めてみてください。
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解答は、一つとは限りません。
複数の記載例があります。
代表的なものを解答例①と②と言う形で出しましたが、必ずしもこれと一致し
ていないからといって、不正解というわけではありません。
（※別紙、A4サイズの解答例を送付していますので、併せてご覧ください。）
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自分の作成した食品表示と見比べていかがでしたか。
全てが同じだったという方はおられないかと思います。
このように、食品表示にはいくつの記載方法があります。
記載するルールは決まっていますが、そのルールの範囲内で、表示の仕方はあ
る程度の自由度が認められていますので、皆さんの使用されている容器包装や、
表示ラベルなどに合った形で、作成されるとよいかと思います。
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正しい食品表示がなされて、初めて食品としての完成品とご理解ください。

消費者の皆さんは、食品表示の情報を信じて、商品を選択し、購入しているこ
とを、忘れないでください。
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食品表示でわからないことがあれば、先ずは自分たちで調べて、それでも理解
できないところ、記載方法が不明確のところがあれば、自己判断せず、必ず相
談してください。

わからないままに食品表示をして、違反になってしまってから相談するのでは
なく、正しく理解してから食品表示をして、製品を販売してください。

食品表示が間違っている場合、食品表示法違反として、製品の回収命令を受け
る場合もあります。
何よりも、消費者との信頼関係を失ってしまいます。
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皆さんの、食品表示の相談窓口です。

わからないことをそのままにせず、正しい食品表示を作成してください。
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栄養成分表示で、本日の説明でわかりにくかったところ、日々の業務でわから
ないところは、ここにお示ししたリーフレットをご利用ください。

また、食品表示全般については、

早わかり食品表示ガイド(令和4年1月版・事業者向け) 消費者庁発行
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/pamphlets/
assets/food_labeling_cms202_220131_02.pdf

大切です！食品表示 食品表示法食品表示基準手引編＜令和２年11月改訂＞
東京都発行
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/files/t
ebiki_tougouban.pdf

を利用するとよいと思います。
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食品表示は、皆さん食品関連事業者さんと消費者を結ぶ信頼の架け橋です。
美味しい食品に、正しい食品表示をして、初めて製品としての完成品になりま
す。

本講習会が、皆様の日々の業務に少しでも参考になれば幸いです。

千葉一敏
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